
 

　　〇神栖市ネーミングライツ事業実施要項 

令和８年５月１８日 

告示第１０１号 

 

　（趣旨） 

第１条　この告示は、事業者に対し、市が所有する公共施設等（以下「施設等」という

。）に係るネーミングライツを付与することにより、施設等の更なる魅力及びサービ

スの向上に資するとともに、自主財源の確保等を図るために実施するネーミングライ

ツ事業に関し、必要な事項を定めるものとする。 

　（定義） 

第２条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

　(1) 事業者　法人又は法人以外の団体をいう。 

　(2) ネーミングライツ　事業者が、施設等に愛称を付与する権利をいう。 

　(3) ネーミングライツパートナー　ネーミングライツを付与された事業者をいう。 

　(4) ネーミングライツ事業　市が、ネーミングライツパートナーから命名権料を得る 

  事業をいう。 

　(5) 愛称　ネーミングライツパートナーが命名した名称をいう。 

　(6) 命名権料　ネーミングライツの対価として、ネーミングライツパートナーが市に 

支払う金銭及び施設等で利用可能な物品の納入、役務の提供等をいう。 

（基本原則） 

第３条　ネーミングライツ事業は、施設等の本来の目的に支障を生じさせない方法によ

り実施するとともに、対象となる施設等の公共性を考慮し、社会的な信頼性及び事業

推進における公平性を損なわないようにしなければならない。 

２　ネーミングライツ事業の選定対象となる施設等（以下「選定施設等」という。）は

、スポーツ施設、文化施設、公園その他施設等又は当該施設等の一部とする。ただし

、市長がネーミングライツ事業にふさわしくないと認める施設等は、対象外とする。 

３　選定施設等が指定管理者制度導入施設（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２４４条の２第３項に規定する指定管理者が管理を行っている施設又は管理を行う

こととしている施設をいう。以下同じ。)の場合は、市長と当該指定管理者が協議の

上、市長が選定するものとする。 

４　市は、ネーミングライツ事業を導入した施設等について、積極的に愛称を使用する

ものとする。ただし、条例等に規定する施設等の名称（以下「正式名称」という。）



については変更しないものとし、必要に応じて愛称ではなく正式名称を使用するもの

とする。 

（応募資格） 

第４条　ネーミングライツ事業への応募資格を有する事業者は、次の各号のいずれにも

該当しないものとする。 

　(1) 法律、法律に基づく命令、条例、規則等（以下「法令等」という。）に違反して 

いる事業者 

　(2) 市税等（国税、都道府県税及び市区町村税をいう。以下同じ。）を滞納している 

事業者 

　(3) 神栖市暴力団排除条例（平成２４年神栖市条例第１４号）第２条第１号から第３ 

号までに規定する者がその構成員に含まれる事業者（これらの者が実質的に関与し 

ている事業者を含む。） 

　(4) 政治性又は宗教性のある事業を行っている事業者 

　(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号 

）第２条に規定する営業を営む事業者（当該営業に類する事業を営むものを含む。 

） 

　(6) 消費者金融業を営む事業者 

　(7) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者 

　(8) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づき、再生手続開始の申立 

てがなされている事業者 

(9) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づき、更正手続開始の申立 

てがなされている事業者 

(10) 破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づき、破産手続開始の申立てが 

なされている事業者 

　(11) その他市長がネーミングライツパートナーとして適当でないと認める事業者 

（愛称） 

第５条　愛称は、市民に不利益を与えない中立性のあるものとし、かつ、次の各号のい 

ずれにも該当しないものとする。 

　(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれのあるもの 

　(2) 公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの 

　(3) 人権を侵害し、差別を助長するおそれのあるもの 

　(4) 政治性又は宗教性のあるもの 

　(5) 社会問題等の主義又は主張にあたるもの 

　(6) 青少年の健全育成にとって有害であるもの又はそのおそれのあるもの 



　(7) 誇大又は虚偽のおそれのあるもの  

　(8) 他の場所を連想させるもの 

　(9) 個人の氏名を広告するもの 

（10) 著作権、商標権その他の知的財産権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの 

　(11) その他市長が愛称として適当でないと認めるもの 

２　次条の規定による付与期間内において、愛称の変更は行わないものとする。ただし

、市長が特に必要と認めるときは、ネーミングライツパートナーと協議の上、変更で

きるものとする。 

３　愛称の表示は、正式名称と併記するものとする。 

４　既にネーミングライツ事業によらない名称（正式名称を除く。以下「既存愛称」と

いう。）が付いている施設等に愛称を付与する場合は、既存愛称を含めるものとする

。 

　（付与期間） 

第６条　ネーミングライツを付与する期間は、原則として３年以上５年以下とする。た

だし、指定管理者制度導入施設については、その指定期間を考慮し、ネーミングライ

ツを付与する期間を別に設定することができる。 

　（命名権料） 

第７条　命名権料は、年度単位での金額を設定するものとする。 

２　前項の規定にかかわらず、ネーミングライツの導入時期が年度の中途からとなる場

合は、月割りにより命名権料を算定するものとする。この場合において、当該額に１

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

３　命名権料には、消費税及び地方消費税を含めるものとする。 

　（費用負担） 

第８条　ネーミングライツの導入に係る市とネーミングライツパートナーの費用負担は 

、別表のとおりとする。 

　（募集） 

第９条　市長は、ネーミングライツパートナーの募集を、原則として公募で行うものと

する。 

２　前項の公募をする際は、市ホームページ、広報紙等への掲載により広く募集するも

のとする。ただし、施設等の運営形態その他の事由により公募によることが適当では

ないと市長が認めるときは、この限りでない。 

３　募集方法、命名権料の最低希望価格、選定方法その他必要な事項については、対象

となる施設等ごとに募集要領で定めるものとする。 

　（応募の申請） 



第１０条　ネーミングライツ事業に応募しようとする事業者（以下「応募事業者」とい

う。）は、神栖市ネーミングライツ事業応募申請書（様式第１号）に次に掲げる書類

を添えて、市長に申請しなければならない。 

　(1) 神栖市ネーミングライツ提案資格に関する誓約書（様式第２号） 

　(2) 事業者の概要を記載した書類 

　(3) 地域貢献等の実績及び今後の計画 

　(4) 定款、寄附行為その他これらに類する書類 

　(5) 事業者の登記事項証明書 

　(6) 最新の事業計画書 

　(7) 直近の１事業年度分の決算報告書及び事業報告書 

　(8) 市税等に滞納がないことを証明する書類 

　(9) その他市長が必要と認める書類 

　（審査会） 

第１１条　前条の規定による応募に係る審査を行うため、神栖市ネーミングライツ事業

優先候補者選定審査会（以下「審査会」という。）を置く。 

２　審査会の委員は、総務部長及び行政経営主管課長並びに当該施設等を所管する部長

及び課長等のほか必要な職員をもって充てる。 

３　審査会に委員長及び副委員長を置き、委員長には総務部長を、副委員長には行政経

営主管課長をもって充てる。 

４　委員長は、審査会の事務を総理し、審査会の会議の議長となる。 

５　委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 

６　委員は、やむを得ない事由により審査会を欠席する場合は、代理人を出席させるこ

とができる。 

７　審査会は、市長からの要請により、委員長が招集する。 

８　審査会の庶務は、行政経営主管課において処理する。 

９　委員長は、必要があると認めるときは、審査会に関係者の出席を求め、説明又は意

見を聴くことができる。 

１０　委員長は、特別の事情があると認めるときは、審査会の開催に代えて、書面によ

り審査を行うことができるものする。 

１１ 審査会終了後、委員長は、市長及び副市長に、審査会の結果を報告するものとす

る。 

　（決定及び通知） 

第１２条　市長は、審査会の審査の内容及び結果を尊重し、優先候補者及び第２次以降

の候補者を決定するものとする。 



２　市長は、前項の決定をしたときは、応募事業者に対し、その結果を神栖市ネーミン

グライツ候補者決定通知書（様式第３号）により通知するものとする。 

　（契約の締結） 

第１３条　市長は、前条の規定により決定した優先候補者との間で、契約内容について

の協議を行い、ネーミングライツパートナー契約（以下「契約」という。）を締結す

るものとする。 

２　市長は、前項の協議の結果、契約の締結に至らなかったときは、次点候補者と協議

を行うことができる。この場合において、協議及び契約の締結については、前項の規

定を準用する。 

３　市長は、契約の締結及び施設等の愛称を市ホームページ、広報紙等で公表するもの

とする。 

　（命名権料の納入等） 

第１４条　ネーミングライツパートナーは、神栖市財務規則（昭和５８年神栖町規則第

１号）に定める納入通知書により、各年度ごとに一括で命名権料を納入しなければな

らない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、ネーミングライツパートナーと協

議の上、納入方法、納入額、納入時期等を別に定めることができるものとする。 

　（契約の解除） 

第１５条　市長は、ネーミングライツパートナーが次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、契約を解除することができる。 

　(1) 第４条の規定による応募資格を満たさなくなったとき。 

　(2) 法令等に違反し、又は違反するおそれがあるとき。 

　(3) 応募書類に虚偽の記載があることが判明したとき。 

　(4) 指定した期日までに命名権料の納入がないとき。 

　(5) 社会的又は経済的信用が著しく失墜する事由が発生したとき。 

２　市長は、前項の規定により契約を解除するときは、神栖市ネーミングライツ事業契 

約解除通知書（様式第４号）により、ネーミングライツパートナーに通知するものと 

する。 

３　第１項の規定により契約を解除した場合であって、前条の規定により命名権料が既

に納入されているときは、市長はこれを返還しないものとする。 

　（契約の更新） 

第１６条　市長は、契約期間満了までに当該施設等のネーミングライツ事業に関する終

了、継続又は新規受付のいずれかとするか判断するものとし、継続をするときは、当

該ネーミングライツパートナーは、次回の契約について、優先的に交渉することがで

きるものとする。ただし、公募により市にとって明らかに有利な条件が提示される可



能性が高い場合その他市長が特に認める場合は、この限りでない。 

　（指定管理者との兼務） 

第１７条　指定管理者がネーミングライツパートナーを兼ねる場合における命名権料は 

、指定管理業務に係る管理運営経費に含めないものとする。 

　（補則） 

第１８条　この告示に定めるもののほか、ネーミングライツ事業に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

 

　　　付　則 

　この告示は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

別表（第８条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
費用負担の区分 市

ネーミングライツ 

パートナー

 既存の看板、案内表示、道路案内標識等

の表示の変更及び原状回復に係る費用
○

 ネーミングライツパートナーからの要望

による看板、案内表示、道路案内標識等

（以下「新設看板等」という。）の設置

及び原状回復に係る費用

○

 新設看板等の維持管理（修繕を含む。）

に係る費用
○

 新設看板等を起因とした損害賠償に係る

費用
○

 愛称の変更に係る費用
○

 契約解除（現状回復を含む。）に係る費

用
○

 市が作成するパンフレット等の印刷物及

び市ホームページの更新に係る費用
○



様式第１号（第１０条関係） 

　 
年　　月　　日　 

 
神栖市長　様 

 
所　 在　 地： 
 
名　 　　 称： 
 
代 表 者 名：　　　　　　　　　　　　　　　 
 

神栖市ネーミングライツ事業応募申請書 

神栖市ネーミングライツ事業実施要項第１０条の規定に基づき、次のとおり関係書類

を添えて、申請します。 

 

 
対象施設等の名称

 フリガナ フリガナ

 愛 称
略　　称

 （ 英 語 表 記 ）

 
愛称の理由

 

命名権料
年　　額　　　　　　　円（消費税及び地方消費税を除く。） 

期間合計　　　　　　　円

 ネーミングライツ 
付与希望期間

　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日まで 
（　　　年間）

 
応募の動機

 
付帯提案

 

連 絡 先

担当者

 部署・役職

 TEL

 E-mail



様式第２号（第１０条関係） 
 

　　　年　　月　　日　 
 
神栖市長　様 

 
所　 在　 地： 
 
名　 　　 称： 
 
代 表 者 名：　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

神栖市ネーミングライツ提案資格に関する誓約書 

 

下記事項のいずれにも該当しない事業者であることを誓約いたします。 

　これらが、事実と相違することが判明した場合は、神栖市が行う一切の措置について

、異議の申立てを行いません。 

 

記 

 

１　法律、法律に基づく命令、条例、規則等に違反している事業者 

２　市税等（国税、都道府県税及び市区町村税をいう。）を滞納している事業者 

３　神栖市暴力団排除条例（平成２４年神栖市条例第１４号）第２条第１号から第３号 

までに規定する者がその構成員に含まれる事業者（これらの者が実質的に関与してい 

る事業者を含む。） 

４　政治性又は宗教性のある事業を行っている事業者　 

５　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号） 

第２条に規定する営業を営む事業者（当該営業に類する事業を営むものを含む。） 

６　消費者金融業を営む事業者 

７　法律に定めのない医療類似行為を行う事業者 

８　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定に基づき、再生手続開始の申立て 

がなされている事業者 

９　会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定に基づき、更正手続開始の申立て

がなされている事業者 

１０　破産法（平成１６年法律第７５号）の規定に基づき、破産手続開始の申立てがな

されている事業者 

 

 

 

 

 



様式第３号（第１２条関係） 

　　第　　　　　号　 

　　年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　様 

 

神栖市長　　　　　　　　　 

 

 

神栖市ネーミングライツ候補者決定通知書 

 

 

　　　　年　　月　　日付けで申請のあったネーミングライツ事業への応募につ

いて、神栖市ネーミングライツ事業実施要項第１２条第２項の規定により、次のとお

り通知します。 

 

※本書は、ネーミングライツ事業応募申請に対する候補者の決定を通知するものであり、

　ネーミングライツパートナーを決定するものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 
対象施設等の名称  

 
愛 称

 

審査結果

□優先候補者とする。

 
□第　次候補者とする。

 
□候補者としない。

 

備 考



様式第４号（第１５条関係） 

第　　　　　号　 

　　年　　月　　日　 

 

　　　　　　　　　　　　様 

 

神栖市長　　　　　　　　　　 

 

 

神栖市ネーミングライツ事業契約解除通知書 

 

 

　貴事業者に係るネーミングライツ事業については、次の理由により契約を解除します

ので、神栖市ネーミングライツ事業実施要項第１５条第２項の規定により通知します。 

なお、既に納入された命名権料については、同条第３項の規定により返還しません。 

また、契約解除（現状回復を含む。）に係る費用は、同要項第８条の規定によりネー

ミングライツパートナーの負担とします。 

 

 

 

 

 
対象施設等の名称

 

契約解除の理由


